
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

 

  

 

                           

 

 

 
 

                            

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

行財政構造 

改革の取組 

 

 
平 成 ３ ０ 年 度 

 兵    庫    県

新行革プラン 

（H20～H30） 
第２次行革プラン 
（H23～H30） 

第３次行革プラン 

（H26～H30） 
最終２カ年行革プラン 
（H29～H30） 

兵庫県では、阪神・淡路大震災からの創造的復興を成し遂げる

ため、約１兆３千億円に上る県債(借入金)を発行せざるを得ません

でした。この借入金の返済は、他府県にない特別な支出となるこ

とから、本県財政の悪化を招きました。 

このため、将来にわたって県民の要請に応えられる行財政基盤

を確立できるよう、行財政改革に取り組んできました。 

今年度は、改革期間の最終年度であることから、目標達成に向

け取り組んでいます。 

改革期間：平成２０～３０年度 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●地域創生の推進 

●子育て支援や在宅介護体制の整備など暮らしの安心確保 

●教育環境の充実など次世代を担う人づくり 

●次世代産業の育成や交流人口の増加など地域の賑わい創出 

●災害への備えや基幹道路ﾈｯﾄﾜｰｸなど社会基盤の整備 など 

 

県債残高 

 

～財政運営の目標～ 

●歳出・歳入の均衡を達成（収支不足の解消）［30 年度］ 

●県の借金（県債残高）を 19年度比80％水準に縮減［30 年度］ 

収支不足額

 

（臨時財政対策債、減収補填債、補正予算債を除く） 

行
財
政
構
造
改
革
の
推
進

収入と支出が均衡 

する見込み 

～ ～ 

震災関連県債 

(億円) (億円) 

 

～ ～ 

79.1％に縮減 

（H19 比） 

本格的な少子高齢社会を迎え、人口減少が続く中にあっても、活力ある兵

庫を創る“地域創生”の取組みが喫緊の課題となっています。また、災害リ

スクが高まる中、地震や津波、風水害などに備えた安全な県土づくりも欠か

せません。 

これらに的確に対応していくには、しっかりとした行財政基盤をつくる必要

があり、そのための取組みが行財政構造改革です。 

特に、阪神・淡路大震災に見舞われた兵庫県は、震災からの創造的復興を進

めるため、約１兆３千億円にのぼる震災関連県債の発行(借金)を行いました。

その解消に向けて、他府県にはない多額の借入金返済(年間460億円)を負担し

ながら収支が均衡できるよう改革を進めてきました。 

改革の目標年度である平成 30 年度を迎え、収支均衡をはじめとした財政

運営の目標を達成できる見込みになりました。 

 
 ～ ～ 



 

 

 

 

 分 野  改 革 内 容（H20～H30）

組 織 

●本庁の部の再編[６部→５部(△１部)] 

※９部体制(H11)から、６部体制を経て、５部体制へ再編 

●地方機関の事務所の統合再編[Ｈ21:111 事務所→70 事務所(△41 事務所)]  

●班制の導入[H26：本庁，H27：県民局・県民センター]  

職員数 
●一般行政部門の定員を削減 

[8,279 人→5,795 人(△2,484 人(△30.0％))] 

 給 与

●役職に応じて県独自の給与抑制を 

２０年度から継続して実施 

削減額 △900 億円 

［H20～29 の累計額］ 

●県の財政状況等を踏まえ、給与の 

抑制措置を２７年度から段階的に 

縮小[一般職員の減額措置は全て解消] 

 
 

知 事 △３３７万円 

副知事 △２３２万円 

部長級 △５２万円 

課長級 △２９万円 

行政施策 

●県民ニーズ等の変化を踏まえ、２,728 事業を廃止する一方、 

1,327 事業を新たに実施[3,013 事業→1,612 事業(△1,401 事業)] 

●財政フレームの中で新規枠も確保しつつ、一般事業費を毎年度

10％削減 

このうち５％相当額を新規事業の財源として活用 [H26～] 

[主な見直し事業(H30 年度)] 

●私立高等学校等生徒授業料軽減補助 

●民間社会福祉施設運営支援事業 

建設事業 

●投資規模(通常事業費)※ の見直し 

[2,540 億円→1,600 億円(△940 億円)] 

※ 災害復旧などの臨時的・追加的事業を除く 

●喫緊の課題である山地防災・土砂災害対策や地震・津波対策などの

事業費を、地方交付税措置のある有利な県債を活用することにより

別枠で確保。 

公社等 

(外郭団体) 

●必要性が低下した公社等の統廃合[△５団体] 

●県派遣職員※の削減[576 人→268 人(△308 人(△53.5％))] 

※ 新行革プラン策定後の移管等を除く 

自主財源の確保 

●税収確保対策の充実・強化[徴収歩合：96.5%→98.5％(＋２.0％)] 

●ネーミングライツの導入推進[０施設→26 施設(＋26 施設)] 

●「ふるさとひょうご寄附金」や「企業版ふるさと納税」の活用 

〔年収削減額（H１９と H30 の比較）〕 



 

 
 
現行の行革推進条例に基づく構造改革は、財政運営の目標達成が見込まれることから、

条例の規定どおり平成 30 年度をもって終了します。 

しかし、今後も震災関連県債に加え、改革期間中の財源対策として特別に発行した県債

の償還を行わねばなりません。内外の動向を注視しつつ、行財政の健全性を今後も維持で

きるよう、これまでの改革の成果を検証し、2019 年度以降の新たな行財政運営の枠組み

を検討します。 

 

 

収支均衡など行財政構造改革を成し遂げた基盤の上に、県民ニーズや時代潮流を的確に 

捉え、人口減少の中でも、活力と魅力あふれる兵庫を築くための施策を展開していきます。 

１ 新時代の兵庫づくり ※●は、平成 30 年度の主な事業 

●県政 150 周年記念事業の展開 

●「兵庫 2030 年の展望（仮称）」の策定 

●ひょうご地域創生交付金制度の創設 

２ 安心できる社会づくり 

●保育所・認定こども園整備等の推進 

●医療と介護が一体化したサービス提供整備の促進 

●消費生活相談対応力の充実強化 

３ 次代を担う人づくり 

●ひょうごスーパー・ハイクール事業の実施 

●私立高等学校等の授業料軽減補助の拡充 

●新学部開設に伴う神戸商科キャンパスの整備等 

４ 元気な地域づくり 

●「ひょうごで働こう！プロジェクト」の展開 

●高度 IT 事業所の開設 IT カリスマの誘致等への支援 

●但馬牛・神戸ビーフの情報発信拠点の整備 

５ 社会基盤の充実 

●津波防災インフラの整備計画の推進 

●基幹道路の整備（北近畿豊岡自動車道、名神湾岸連絡線、播磨臨海地域道路） 

●水素ステーションの整備促進 

 

新たな施策展開 

 行財政構造改革の検証

お問い合わせ先 

 兵庫県 企画県民部  新行政課  TEL ０７８（３６２）３０４５ 

          FAX ０７８（３６２）９４７８ 

                

 兵庫 行革 検索 

 

 

 
 


